	小国町薬味野菜の里小国指定管理者募集要項



公の施設の管理については、平成15 年6 月に地方自治法の一部改正（同年9 月施行） により、効果的・効率的な管理運営による住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に「指定管理者制度」が創設されたところです。
小国町では、公の施設である小国町薬味野菜の里小国（以下「薬味野菜の里小国」という。）の管理業務について、設置目的をより効果的に達成するため、指定管理者制度を導入することとし、地方自治法（昭和22 年法律第67 号）第244 条の2 第3 項、小国町薬味野菜の里小国の設置及び管理に関する条例（平成30年９月12日条例第18号）第5条、及び小国町公の施設管理者の指定等に関する条例（平成16 年小国町条例第29号）第4条の規定に基づき、薬味野菜の里小国の指定管理者を募集します。

１　対象施設の概要　
	施設
	薬味野菜の里小国

	所在地
	小国町宮原1754番地14

	施設の設置目的、
役割等
	地域資源循環型農業の推進、農産物・加工品等の販売、生産者の所得向上、生産者と消費者を繋ぐ交流の場

	施設の規模
	延べ床面積178.87㎡

	施設の主な内容
	店舗、駐車場、ガラスハウス

	現在の管理運用体制
	指定管理
小国町社会福祉協議会



 施設の利用実績　
	薬味野菜の里小国
	令和5年度
	令和6年度

	利用者数（人）
	１９，２８４
	５１，７７６

	物品販売（千円）
	２３，１００，９４０
	６７，８０６，４７９


※現在の指定管理期間が令和５年１０月１日から令和８年３月３１日までとなるため、
令和５年度の数値は１０月から３月までの半年間の実績値を記載。

２　募集のスケジュール
(1) スケジュール
[bookmark: _Hlk139375766]12月15日　　　　　　公告募集開始、募集要項・様式等配布
12月15日～1月 9日　応募申込書、質問書提出
[bookmark: _GoBack]1月13日～1月16日 質問に対する回答
1月19日～1月30日 申請書提出（様式第１号及び添付資料等）
2月上旬 　　　　　　小国町施設管理者指定審査会
3月上旬～中旬　　　 審査結果通知
3月議会　　　　　　 指定議案の議決
 3月下旬　　　　　　 指定通知

(2) 募集要項等の配付
　　　募集要項及び申請書様式は小国町役場産業課において配付します。また、小国町役場ホームページからダウンロードできます。
　　　なお、募集要項等の配付及びホームページ掲載については、令和7年12月15日（月）から令和8年1月9日（金）まで行います。
(3) 応募申込書受付期間
応募を希望する場合は令和8年1月9日（金）までに応募申込書を提出してください。　　※応募申込書の提出がない場合、申請書は受け付けません。

(4) 質問受付期間
募集要項の内容等に関する質間を次のとおり受け付けます。 
①受付期間
　　令和8年1月13日（火）から令和8年1月16日（金）まで
②受付方法
　　質問書に記入のうえ、期間内に持参、メール、ＦＡＸで提出してください。
※メールやＦＡＸで提出した場合、受信確認の連絡をお願いします。
③回答方法
　　質問受付期間終了後速やかに、すべての質問について、すべての申込者に対し回答します。

(5) 申請書類提出先及び提出期限　
　　　①提出先
　　　　小国町役場産業課
　　　　〒869-2501　熊本県阿蘇郡小国町宮原1567-1
　　　　℡　0967-46-2112
　　　②提出期間
　　　　令和8年1月19日（月）から令和8年1月30日（金）までの日（小国町役場の閉庁日を除く。）の午前8時30分から午後5時までとします。
※郵送の場合は書留郵便により最終日の午後5時までに必着のこと。
※電子メール、ＦＡＸでの提出は認めません。
③提出部数等
　　申請書類等は、正本1部、副本1部を提出してください。
　　なお、提出書類は原則として日本工業規格Ａ４版とし、1部ごとにファイル等に綴じてください。

(6)小国町施設管理者指定審査会 
令和8年2月上旬に実施予定です。
選考は原則書類審査としますが、必要に応じて申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方のプレゼンテーションをお願いする場合があります。 
プレゼンテーションを求める団体へは、後日、時間、場所について連絡します。
 
(7) 選定結果等の公表
応募状況については、申請した団体の名称について公表します。
選定結果については、各申請者に文書で通知するとともに、町のホームページ上で公表します。 


３　参加資格　
次の要件を満たす法人その他の団体であることを参加資格とします。 
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定するものに該当しないものであること。
(2) 小国町工事等請負･委託契約に係る指名停止等の措置要領（平成10年告示第４号）に基づく指名停止期間中のものでないこと。
(3) 小国町から指名停止措置又は指定管理者からの暴力団の排除に関する合意書に基づく排除措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法（昭和27年法律第172号）第17条又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申し立てがなされた場合は、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(5) 町税、県税、国税について滞納がないこと。
(6) 労働者災害補償保険に加入していること。
(7) 当該業務にかかる申請を行った日現在、小国町内に営業所（法人格を有しない場合は事業所等）を有するものであること。
(8) 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがないこと。
(9) 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が県知事に対して行われ、当該状態が常態化するなど、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。

※複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、次の事項について留意してください。
①代表団体を選出し、町とのやり取りについては代表団体が行うこと。
②申請書の記名押印等については、参加者全員が行うこと。
③４　提出書類の(1)②～④、⑨のi)ii)については、参加者それぞれについて提出
すること。
④申請については、一申請者につき一提案に限ります（重複申請の禁止）
なお、グループの構成員は、他のグループの構成員となり又は単独で申請を行う
ことはできません。
また、グループ全ての構成員が「3参加資格」の(1)～(9)までのすべてを満たす
ことが必要です。


４　申請書類等
(1) 申請書類
申請に当たっては、以下の書類を町に提出してください。町が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 
①　小国町公の施設の管理者指定申請書(様式第3号)
（小国町公の施設管理者の指定等に関する条例施行規則様式第1号）
②　定款、組織規則、寄付行為、規約又はこれらに類する書類
③　代表者及び役員名簿
④　法人にあっては設立登記謄本の写し
⑤　運営方針（様式任意、参考様式あり）
⑥　事業運営計画書（様式任意、参考様式あり） 
⑦　収支計画書（様式任意）
⑧　直近3年間の事業実績報告書（収支状況を含む）（様式任意）
（設立から3年を経過していない場合は、設立時からの状況を明らかにする書類）
⑨　その他町が指定する資料・書類
ⅰ)徴税等滞納有無調査承諾書
ⅱ)納税証明書
ⅲ)労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していない事業者は除く。）
(2) 申請に係る費用
申請書類等の申請に関する費用はすべて申請者の負担とします。
(3) 申請書類の取り扱い
審査終了後においても審査書類等の返却はしません。
また、提出された書類は、必要に応じ複写します。（使用は役場内および選定委員会での検討に限ります。) 
(4) 留意事項
審査書類は公表することを基本とします。公表できない書類がある場合は、申請者の責任において明確にしてください。小国町情報公開条例第7条に規定する不開示情報（個人に関する情報や法人等の利益を害する恐れがある情報等）を除き、情報開示の請求により開示することがあります。

５　選定方法及び選定基準　
(1) 小国町施設管理者指定審査会（以下「審査会」という。）において、各委員が次の選考事項に従い審査した評点の合計が最も高い申請者を審査会における指定管理候補者の選定意見とし、最終的に町において選定します。
なお、参加資格を満たさない応募者については、審査の対象外（無効）とします。
(2) 審査基準と配点 
	　審査基準及び審査内容
	配点

	事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであるか。
ア　施設設置の目的及び管理の方針
イ　利用者の平等な施設利用の確保及び施設のサービス向上
※選考委員会で否と判断された場合は失格とし、以下の採点は実施しません。
	適・否

	1
	事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであるか。
ア　施設の利用者の増加を図るための具体的な手法及び期待される効果 
イ　サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 
ウ　施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性
	40


	2
	事業計画書の内容が、管理に係る経費の縮減が図られるものであるか。 
ア　施設の管理運営に係る経費の内容 
イ　収支計画の内容、適格性及び実現の可能性
	26


	3
	事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有 しているか。
ア　安定的な運営が可能となる人的能力 
イ　安定的な運営が可能となる経理的基礎 
ウ　類似施設の運営実績
	24


	4
	その他、当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認める事項。
ア　情報管理
イ　労働環境計画
ウ　危機管理・安全管理体制
エ　要望・苦情への対応
オ　小国町のまちづくりへの貢献
	10


	合　　　計
	100



(3) 無効または失格
本要項中に記載しているほか、以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。
①申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき
②記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの
③申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
④虚偽の内容が記載されているもの
⑤その他、選考委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められるもの 

６　管理の基準　
(1)基本的方針
	薬味野菜の里小国
	[bookmark: _Hlk138941101]循環型農業の振興を図るため、地域資源循環型農業の推進拠点施設として農産物を販売し、農林業振興と生産者の所得向上を促すと共に、生産者と消費者の交流を促進することを目的に管理運用を行ってください。



(2)利用時間、供用日
	薬味野菜の里小国
	（１）営業時間は、原則午前９時から午後５時までとします。
（２）施設の休館日は、毎週火曜日とします。年末年始休館については、町長と管理者の協議の上、別に定めます。
（３）その他、町長が必要と認めた場合は、この限りではありません。


なお、上記について希望があれば、運営方針及び事業運営計画等に、あらかじめ記載してください。

(3) 業務の範囲
	薬味野菜の里小国
	[bookmark: _Hlk138941200](1)農産物直売所としての業務
(2)地域振興に関する業務
(3)循環型農業振興に関する業務
(4)特産品をはじめとする物産販売に関する業務
(5)施設及び周辺施設の利用及び貸し出しに関する業務
(6)施設の管理・運用に関する業務
(7)その他施設の管理運用上必要と認める業務


 (4) 法令遵守等
管理運営業務を行うに当たっては、次の法令等を遵守してください。
①小国町薬味野菜の里小国の設置及び管理に関する条例
②地方自治法、同施行令、同施行規則その他行政関係法令
③労働基準法、労働安全衛生法その他労働関係法令
④建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同施行規則、水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、同施行規則、電気事業法その他施設、設備の維持管理又は保守点検に関する法令
⑤その他関係法令等
(5) 業務の一括委託の禁止
指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。
ただし、業務の一部について、あらかじめ町が認めた場合は、この限りではありません。
(6) 備品及び物品の管理
指定管理者は、施設の備品及び物品の維持管理を適切に行ってください。
(7) 利用者への周知
指定管理者は、指定管理者の名称と連絡先及び町の所管課名と連絡先を施設内に表示し、又はパンフレット等に明記するなど、指定管理者が管理運営している町の施設であることを明示してください。
(8) 守秘義務
指定管理者は、指定管理業務の遂行に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用したりすることを禁止します。指定期間が終了した後も同様とします。
(9) 事業計画書及び収支予算書の提出
指定管理者は、次年度の事業計画書及び収支予算書について、あらかじめ町と調整を図った上で作成し、毎年度10月末までに提出していただきます。
(10)事業報告書の提出
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項に関する事業報告書を作成し、町長に提出していただきます。
①管理業務の実施状況　
②施設の利用状況
③事業収入の実績
④管理業務に要した経費の収支状況
⑤その他管理の実態を把握するための文書
(11)その他
管理の基準の細目については、町と指定管理者で締結する協定で定めるものとします。
　　
７　 指定の期間　
令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間とします。
ただし、指定管理者が「3　参加資格」に掲げる要件を欠くこととなったとき、又は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき、若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。

８　 管理に要する経費　
（1）事業収入及び管理に関する経費
指定管理者が業務を町が示した水準どおり確実に実施する中で、事業収入の増加、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金については、原則として町への納付を求めません。また、事業収入の減少などによる、不足額が生じた場合は、原則として補填しません。
(2) 管理口座・区分経理
指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、当該業務専用の口座等により管理し、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理してください。

９　指定管理者の指定及び協定の締結
(1) 指定管理者の指定
指定管理者の指定には、小国町議会の議決が必要です。
原則として選定事業者を指定管理候補者として令和8年3月議会に上程し、議決を経たのち指定管理者として指定する予定です。
なお、指定については、指定の相手方に「小国町公の施設の管理者指定通知書」（小国町公の施設管理者の指定等に関する条例施行規則様式第2号）で通知します。
(2) 協定の締結
指定管理者の指定の後に、指定管理者と町は協議の上、指定管理業務に関し指定期間の包括的な事項を定めた「基本協定」を締結します。
なお、指定管理者が法人等のグループである場合には、協定の締結時に構成員全員の同意書を提出してください。
(3) 留意事項
①指定の議決を経るまでの間に指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定の議決後においても、指定しないことがあります。
②指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。
ア　正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。
イ　資金事情の悪化等により、事業の履行に支障があると認めるとき。
ウ　著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。

１０　履行責任に関する事項
(1) 指定管理者は、施設や設備（以下「施設等」といいます。）及び利用者の被災に対し、第１次責任を有することとし、施設等又は使用者に災害等があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに町に報告しなければなりません。 
(2)指定管理者は実態として施設の管理等に関する事項の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに町に報告しなければなりません。その場合の措置については、協定で定めることとします。
(3) 前記に規定するもののほか、指定管理者の履行責任に関する事項については、協定を締結する際に定めることとしますが、町の基本的な考え方は次のとおりです
	種　類
	内　　　　　　　　容
	負　担　者

	
	
	町
	指定管理者

	物価変動
	人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増
	
	○

	金利変動
	金利の変動に伴う経費の増
	
	○

	周辺地域住民への対応
	地域との協調
	
	○

	
	施設管理業務内容に対する住民からの要望等への対応
	
	○

	
	上記以外
	○
	

	法令の変更
	施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更によるもの
	○
	

	
	指定管理者自身に影響を及ぼす法令変更によるもの
	
	○

	税制度の変更
	施設運営管理に影響を及ぼす税制変更によるもの
	○
	

	
	一般的な税制変更によるもの
	
	○

	政治、行政的理由による事業変更
	政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担
	協議により定める

	不可抗力
	不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他の町又は指定管理者のいずれの責にも帰すことができない自然的又は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能
	○
	

	書類の誤り
	仕様書等町が責任を持つ書類の誤りによるもの
	○
	

	
	指定管理者が作成した書類等の内容の誤りによるもの
	
	○

	資金調達
	指定管理者から業者への支払い遅延よって生じたもの
	
	○

	施設設備の損傷
	指定管理者の故意又は過失によるもの
	
	○

	
	施設・設備の設計又は構造上の原因によるもの
	○
	

	
	上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手が特定できないもの（1件当たり30万円まで）
但し、不動産については協議による
	
	○

	
	上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手が特定できないもの（1件当たり30万円を超えるもの）
	○
	

	資料等の損傷
	管理者としての注意義務を怠ったことによるもの
	
	○

	
	第三者の行為から生じたもので、相手方が特定できないもの(極めて小規模なもの)
	
	○

	
	同上(上記以外)
	○
	

	第三者への賠償
	管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合
	
	○

	
	上記以外の理由により損害を与えた場合
	○
	

	セキュリティ
	警備不備による情報漏洩、犯罪発生
	
	○

	事業終了時の費用
	指定管理者業務の期間が終了した場合又は期間中途における業務を廃止した場合における事業者の撤収費用。
	
	○





１１　 事業実施状況の監視等
(1) モニタリング
町は、指定管理者が行う業務の実施状況を把握し、良好な管理状況と必要なサービス水準を確保するため、モニタリングを行います。
モニタリングの結果、管理の基準や事業計画書に記載された事項等が達成されていない場合には、町は業務の改善に必要な指示を行い、改善がみられない場合は、業務の停止又は指定の取り消しを行うことがあります。
①　定期モニタリング
毎月、月例報告書を翌月１０日までに提出していただき、町は当該報告に基づき状況確認を行います。
月例報告書に記載していただく事項は、次のとおりです。
ア 管理業務の実施状況
イ 施設の利用状況
ウ 販売実績等の収入実績
エ その他（事故、苦情等の内容及びその対応）
②　臨時モニタリング
必要に応じ、資料の提出を求め、又は実地調査を実施し、随時状況確認等を行います。
(2) 利用者アンケート等の実施
指定管理者は、施設利用者の利便性の向上等の観点から、アンケート等の実施により、施設利用者の意見、苦情等を聴取し、その結果と業務改善への反映状況について町に報告してください。
(3) 帳簿類等の提出要求
監査委員等が町の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者は、帳簿、書類その他の記録を提出しなければなりません。

１２　問い合わせ先
　熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１５６７番地１
小国町役場産業課
　電話：０９６７－４６－２１１２（直通）
